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子会社からの自己株式 
 

   取得の事例０７１１ 
 

制度調査部 

堀内 勇世 

会社法 163 条の子会社からの自己株式取得 

【要約】 

■Ａ社の子会社Ｂ社が保有するＡ社株式を、親会社たるＡ社が取得する場合に、会社法上、特例がお

かれている。会社法 163 条がそれである。 

■ここでは、会社法 163 条により親会社が子会社から自己株式を取得した事例を紹介する（いわゆる

普通株式に関する事例に限る。中止された事例も含む）。 

■子会社による親会社株式の取得は原則として禁止されている（会社法 135 条参照）。会社法 163

条が定めているのは、例外的に子会社が親会社株式を保有していることを前提としている。 

■なお、昨年 5 月以降、適時開示書類（プレスリリース）で確認できた事例は、78 件（70 社）であ

る（平成 18 年 5 月 1日から平成 19 年 10 月 31 日まで）。 

 

 

１．はじめに 
 

○子会社から自己株式を取得する場合、例えば、Ａ社の子会社Ｂ社が保有するＡ社株式を、親会

社たるＡ社が取得する場合の特例が会社法におかれている（注 1）（注 2）。 

 

○会社法 163 条がそれである。 

 

○この規定の下では、取締役会設置会社は、株主総会決議を経ることなく、取締役会決議によっ

て、子会社から自己株式を取得することができる（注 3）（注 4）。 

 

○この会社法 163 条により子会社から自己株式を取得した事例を紹介する（いわゆる普通株式に

関する事例に限り、中止された事例も含む）（注 5）。 

 

（注 1）ここでいう子会社は、会社法上の子会社である（会社法 2条 3号、会社法施行

規則 3 条・4 条）。会社法では、旧法に比べ、子会社の定義が拡大している。大

まかに言えば、次のように拡大されている。 

（1）株式会社以外の法人も含む 

（2）議決権の過半数という形式基準（旧法の基準）ではなく、実質的に支配

しているか否かという基準（実質基準）により判断する 

    この点については、以下のレポート参照。 



 

 (２／１１) 

 

    ・「会社法上も親会社、子会社の定義は実質支配力基準に」（横山淳、2005.12.19

作成） 

    ・「会社法上の親子会社の定義Ｑ＆Ａ」（堀内勇世、2005.8.19 作成） 

（注 2）子会社による親会社株式の取得は原則として禁止されている（会社法 135 条、

800 条参照）。会社法 163 条が定めている自己株式取得は、例外的に子会社が親

会社株式を保有していることを前提としている。 

（注 3）会社法 163 条では、取得方法を明確に記載していないが、子会社からのいわゆ

る相対取引が基本であると思われる。以下の理由による。 

    ①特定のものからの取得としては相対取引が最も適した方法と考えられるこ

と 

    ②旧法における同制度（旧商法 211 条の 3第 1項第 1号）では、相対取引で行

われてきたが、特に変更されたと言われていないこと 

    ⇒・旬刊商事法務 No.1607（2001.10.5）の 13～14 ページ（原田晃治（法務省

民事局民事法制管理官）他「自己株式の取得規制等の見直しに係る改正商

法の解説〔上〕」）参照。 

     ・旬刊商事法務 No.1740（2005.8.25）の 49 ページ（相澤哲（法務省大臣官

房参事官）他「新会社法の解説（4） 株式（株式会社による自己の株式

の取得）」）参照。 

（注 4）財源規制があり、会社法 461 条により算出される分配可能額の範囲内でなけれ

ばならない（会社法 461 条 1 項・2 項）。なお、分配可能額については、次のレ

ポート参照。 

    ・「会社法下の分配可能額」（横山淳、2006.6.23 作成） 

（注 5）ここでは、平成 18 年（2006 年）5月 1 日から平成 19 年（2007 年）10 月 31 日

までに確認できた、子会社から自己株式を取得する旨を適時開示書類（プレスリ

リース）で公表した企業の事例を紹介する。 

 

 

 

 

２．事例 
 

○会社法 163 条により子会社から自己株式を取得した事例として、以下のような事例が存在する

（いわゆる普通株式に関する事例に限る。中止された事例も含む）。 

 

会社名 プレスリー

リスの日付 

取得した株式

総数 

 

買受方法 買受日 

（取得日） 

取得価額総額 

電通（4324） 

 

H18.5.15 3,491 株 相対取引 H18.5.29 1,300,000,000 円

（概算）（注 6）

本田技研工業（7267） 

（注 7） 

H18.5.16 963,375 株 記載はなし H18.5.31 7,800,000,000 円

（概算）（注 8）

 

 

 96,600 株 記載はなし H18.5.31 780,000,000 円

（概算）（注 9）

 

 

 71,800 株 記載はなし H18.5.31 580,000,000 円

（概算）（注 10）



 

 (３／１１) 

 

大木（8120） 

 

H18.5.22 88,000 株 記載はなし H18.5.25 37,400,000 円

白洋舎（9731） 

 

H18.5.24 2,475,278 株 記載はなし H18.5.25 891,100,080 円

（注 11）

アイシン精機（7259） 

 

H18.6.26 549,700 株 記載はなし H18.6.26 1,902,000,000 円

みずほフィナンシャル

グループ（8411） 

H18.6.30 

H18.7.3 

131,800 株

（注 12）

相対取引 H18.7.7 129,954,800,000 円

（注 13）

小池酸素工業（6137） 

 

H18.7.10 

H18.7.24 

1,189,000 株 相対取引 H18.7.24 467,277,000 円

（注 14）

凸版印刷（7911） 

 

H18.7.27 3,445,582 株 相対取引 

（注 15） 

H18.7.28 5,500,000,000 円

（上限）（注 16）

コナミ（9766） 

 

H18.7.27 3,048,430 株 相対取引 H18.7.28 7,621,075,000 円

（注 17）

コカ・コーラウエストホ

ールディングス（2579）

H18.8.8 

 

34,200 株 相対取引 H18.8.18 80,000,000 円

（概算）（注 18）

増田製粉所（2008） 

 

H18.8.10 

H18.8.21 

157,000 株 相対取引 H18.8.18 45,530,000 円

（注 19）

淀川製鋼所（5451） 

 

H18.8.16 

H18.8.17 

5,002,398 株 相対取引 H18.8.17 3,191,529,924 円

（注 20）

ニッピ（7932） 

 

H18.8.22 1,100,000 株 記載はなし H18.8.22 829,400,000 円

（注 21）

サンマルクホールディ

ングス（3395） 

H18.8.23 90,780 株 記載はなし H18.8.24 674,858,520 円

（注 22）

日本ヒューム（5262） 

 

H18.8.25 106,512 株 相対取引 H18.9.1 50,000,000 円

（概算）（注 23）

三菱ケミカルホールデ

ィングス（4188） 

H18.8.28 434,049,642

株

記載はなし H18.9.1 324,669,132,216 円

（注 24）

クレディセゾン（8253）

 

H18.8.30 20,000 株 相対取引 H18.8.30 104,800,000 円

（注 25）

三井住友海上火災保険 

（8752） 

H18.8.31 

H18.10.2 

1,143,585 株 相対取引 

 

H18.10.2 1,689,075,045 円

（注 26）

商船三井（9104） 

 

H18.9.4 877,000 株 記載はなし H18.9.5 772,637,000 円

（注 27）

新家工業（7305） 

 

H18.9.5 530,000 株 相対取引 

 

H18.9.6 170,000,000 円

（上限）（注 28）

東邦薬品（8129） 

 

H18.9.14 41,000 株 記載はなし H18.9.15 78,228,000 円

（注 29）

大和ハウス工業（1925）

 

H18.9.20 11,810,971株 相対取引 

（注 30） 

H18.9.29 28,500,000,000 円

（上限）（注 31）

大豊工業（6470） H18.9.26 125,930 株 相対取引 

 

H18.10.3 183,480,010 円

（注 32）

キヤノンマーケティン

グジャパン（8060） 

H18.9.27 23,500 株 相対取引 

 

H18.9.28 65,000,000 円

岐阜銀行（8528） 

 

H18.9.27 832,000 株 相対取引 

 

H18.9.28 130,000,000 円

（概算）（注 33）

東洋製罐（5901） H18.9.28 449,329 株 相対取引 

 

H18.9.29 1,006,496,960 円

（注 34）

ケイヒン（9312） 

 

H18.9.29 2,175,000 株 記載はなし H18.10.2 1,122,300,000 円

（注 35）

東映（9605） H18.10.24 4,100,000 株 相対取引 

 

（注 36） 3,005,300,000 円

（注 37）

    



 

 (４／１１) 

 

東海カーボン（5301） H18.11.2 69,933 株 記載はなし H18.11.10 56,000,000 円

（概算）（注 38）

ＪＢＩＳホールディン

グス（3820） 

H18.11.10 111,900 株 相対取引 H18.11.17 80,000,000 円

（上限）（注 39）

テーオー小笠原（9812） H18.11.13 

H18.11.29 

209,900 株 相対取引 H18.11.30 243,484,000 円

（注 40）

常陽銀行（8333） H18.11.21 3,515,383 株 相対取引 H18.12.8 2,500,000,000 円

（概算）（注 41）

北國銀行（8363） H18.11.21 3,412,000 株 相対取引 

 

H18.11.24 2,000,000,000 円

（上限）（注 42）

アツギ（3529） H18.11.24 10,000,000株 相対取引 

 

H18.11.24 1,630,000,000 円

（注 43）

ニッピ（7932） H18.11.28 975,682 株 記載はなし 

 

H18.11.28 531,746,690 円

（注 44）

コナカ（7494） H18.12.19 443,240 株 相対取引 

 

H18.12.20 740,210,800 円

（注 45）

ほくやく・竹山ホールデ

ィングス（3055） 

H18.12.20 3,583 株 相対取引 

 

H18.12.26 4,000,000 円

（上限）（注 46）

青森銀行（8342） H18.12.22 4,066,000 株 相対取引 

 

H18.12.26 2,200,000,000 円

（概算）（注 47）

ソトー（3571） H18.12.22 381,000 株 相対取引 

 

H18.12.22 475,107,0000 円

（注 48）

名港海運（9357） H18.12.25 103,596 株 相対取引 

 

H18.12.26 128,459,040 円

（注 49）

協立エアテック（5997） H19.1.12 84,300 株 相対取引 

 

H19.1.15 27,228,900 円

（注 50）

七十七銀行（8341） H19.1.25 450,000 株 相対取引 

 

H19.1.26 360,000,000 円

（概算）（注 51）

名工建設（1869） H19.1.26 （注 52） 記載はなし 

 

（注 53） （注 54）

牧野フライス製作所

（6135） 

H19.2.7 113,150 株 記載はなし 

 

H19.2.8 158,862,600 円

（注 55）

東洋水産（2875） H19.2.9 2,596,963 株 相対取引 

 

H19.2.14 5,162,762,444 円

（概算）（注 56）

メディセオ・パルタック

ホ ー ル デ ィ ン グ ス

（7459） 

H19.2.14 35,700 株 相対取引 

 

H19.2.15 79,968,000 円

（注 57）

ニッピ（7932） H19.2.19 75,000 株 記載はなし 

 

H19.2.19 43,800,000 円

（注 58）

バンダイナムコホール

ディングス（7832） 

H19.2.21 7,516,217 株 相対取引 

（注 59） 

H19.2.21 13,410,000,000 円

（上限）

東邦瓦斯（9533） H19.2.21 4,493,000 株 相対取引 

 

H19.2.22 3,000,000,000 円

（上限）（注 60）

東映（9605） H19.2.22 17,111,250株 相対取引 

 

（注 61） 11,396,092,500 円

（注 62）

アイシン精機（7259） H19.2.26 9,350,100 株 相対取引 

 

H19.3.5 約40,200,000,000円

大分銀行（8392） H19.2.26 1,289,207 株 相対取引 

 

H19.2.27 1,200,000,000 円

（概算）（注 63）

三交ホールディングス

（3232） 

H19.2.28 10,000,000株 相対取引 

 

H19.3.1 2,320,000,000 円

（注 64）

イーウェーヴ（3732） H19.3.9 480 株 相対取引 

 

H19.3.16 85,000,000 円

（概算）（注 65）



 

 (５／１１) 

 

東プレ（5975） H19.3.19 1,645,000 株 相対取引 

 

H19.3.23 2,100,000,000 円

（上限）（注 66）

十六銀行（8356） H19.3.20 1,069,379 株 相対取引 

 

H19.3.23 750,000,000 円

（概算）（注 67）

ク ミ ア イ 化 学 工 業

（4996） 

H19.3.22 231,289 株 相対取引 

 

H19.3.23 63,141,897 円

（注 68）

北日本紡績（3409） H19.3.22 529,845 株 相対取引 H19.3.23 80,000,000 円

（上限）（注 69）

四国電力（9507） H19.4.27 24,024 株 記載はなし H19.5.9 70,510,440 円

（注 70）

コナカ（7494） H19.5.22 

H19.5.23 

28,500 株 相対取引 H19.5.23 30,352,500 円

（注 71）

みずほフィナンシャル

グループ（8411） 

H19.5.22 261,040 株

（注 72）

相対取引 H19.5.28 200,700,000,000 円

（上限）（注 73）

ＡＣＫグループ（2498） H19.5.24 132,720 株 相対取引 H19.5.25 

～H19.5.31 

73,394,000 円

（注 74）

キヤノンマーケティン

グジャパン（8060） 

H19.6.14 4,300 株 相対取引 H19.6.15 10,000,000 円

Ｆ＆Ａアクアホールデ

ィングス（8008） 

H19.7.9 

H19.7.10 

145,432 株 相対取引 H19.7.10 

（注 75） 

121,581,152 円

（注 76）

パイオラックス（5988） H19.7.23 12,100 株 相対取引 （注 77） 27,104,000 円

（注 78）

ＭＣＪ（6670） H19.7.26 3,486 株 相対取引 （注 79） 215,783,400 円

（注 80）

阪急阪神ホールディン

グス（9042） 

H19.7.27 

H19.7.31 

2,216,427 株 記載はなし H19.8.1 

～H19.8.31 

1,552,000,000 円

（上限）

岡本工作機械製作所

（6125） 

H19.8.8 2,055,060 株 相対取引 H19.8.9 965,878,200 円

（注 81）

共同コンピュータホー

ルディングス（9685） 

H19.8.10 

H19.9.27 

440,000 株 相対取引 中止 

（注 82） 

136,400,000 円

ＵＳＥＮ（4842） H19.8.20 

H19.8.31 

124,190 株 記載はなし H19.8.31 93,142,500 円

（注 83）

スギ薬局（7649） H19.8.20 2,100 株 相対取引 H19.8.27 5,880,000 円

（注 84）

大和工業（5444） H19.8.20 300,000 株 相対取引 （注 85） 1,269,000,000 円

（注 86）

フジスタッフホールデ

ィングス（2147） 

H19.8.23 62,587 株 相対取引 H19.8.24 1,364,396,600 円

（注 87）

アルファホールディン

グス（6633） 

H19.8.24 460,400 株 相対取引 H19.8.27 128,912,000 円

（注 88）

東映（9605） H19.9.12 13,970,000株 記載はなし H19.9.18 8,577,580,000 円

（注 89）

ツルハホールディング

ス（3391） 

H19.10.9 300 株 記載はなし H19.10.10 

～H19.11.9 

1,000,000 円

Ｅ・Ｊホールディングス

（2153） 

H19.10.11 

H19.10.17 

92,485 株 相対取引 H19.10.17 1,851,179,760 円

（注 90）

紀陽ホールディングス

（8415） 

H19.10.29 1,618,000 株

(注91)(注92)

記載はなし H19.11.15 （注 93）

 

（注 6）「平成 18 年 5 月 26 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終

値に 3,491 株を乗じた金額」と併記している。 

（注 7）一回の公表において、3子社からの取得を、個別に記載している。 



 

 (６／１１) 

 

（注 8）「平成 18 年 4 月 27 日から平成 18 年 5 月 26 日の東京証券取引所における各日

終値の平均に 963,375 株を乗じた金額とする」と併記している。 

（注 9）「平成 18 年 4 月 27 日から平成 18 年 5 月 26 日の東京証券取引所における各日

終値の平均に 96,600 株を乗じた金額とする」と併記している。 

（注 10）「平成 18 年 4 月 27 日から平成 18 年 5 月 26 日の東京証券取引所における各

日終値の平均に 71,800 株を乗じた金額とする」と併記している。 

（注 11）「平成 18 年 5 月 24 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の

終値 360 円に 2,475,278 株を乗じた金額」と併記している。 

（注 12）平成 18 年 6 月 30 日の開示では、「取得する株式の総数  概算 136,500 株 

（1株あたり取得価額は平成 18年 7月 3日(月)の東京証券取引所における当社普

通株式の終値とし、極力取得総額が 1,300 億円に近くなるよう、取得する株式の

総数を決定）」と記載している。 

（注 13）平成 18 年 6 月 30 日の開示では、「取得価額の総額  上限 1,300 億円」と

記載している。 

（注 14）平成 18 年 7 月 10 日の開示では、「株式の取得価額の総額  6 億 5 千万円（上

限）」と記載している。 

（注 15）「単元未満株式 582 株は会社法第 192 条および 193 条の規定に基づき、当社

株式取扱規則に規定する方法で取得する。」と併記している。 

（注 16）「平成 18 年 7 月 27 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の

終値に 3,445,582 株を乗じた金額」と併記している。 

（注 17）「平成 18 年 7 月 26 日の東京証券取引所における当社株式終値に株数を乗じ

た金額」と併記している。 

（注 18）「平成 18 年 8 月 18 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の

終値に 34,200 株を乗じた額とする。」と併記している。 

（注 19）平成 18 年 8 月 10 日の開示では、「株式の取得価額の総額  5 千 2 百万円（上

限）」と記載している。 

（注 20）平成 18 年 8 月 16 日の開示では、「株式の取得価額の総額  35 億円を上限

とする（平成 18 年 8 月 16 日の東京証券取引所市場第 1 部における当社普通株式

の終値（但し、8 月 16 日に取引が成立しない場合は同日以前の直近の終値）に

5,002,398 株を乗じた金額を取得総額とする。）」と記載している。 

（注 21）平成 18 年 8 月 22 日の開示では、「平成 18 年 8 月 15 日から平成 18 年 8 月 21

日までのジャスダック証券取引所における当社普通株式の終値（取引が成立しな

い場合は気配値の中値）の平均値に 0.93 を乗じた金額に取得株式数を乗じた金

額・円未満切上げ」と併記している。 

（注 22）平成 18 年 8 月 23 日の開示では、「平成 18 年 7 月 24 日から平成 18 年 8 月 23

日までの東京証券取引所における各日終値の平均値に 90,780 株を乗じた金額と

する。なお、当該終値の平均の 1 円未満の端数は切り上げる。」と併記している。 

（注 23）平成 18 年 8 月 25 日の開示では、「平成 18 年 9 月 1日の東京証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の終値に 106,512 株を乗じた額とする。」と併記し

ている。 

（注 24）平成 18 年 8 月 28 日の開示では、「取得価額 1 株につき 748 円 平成 18 年

8 月 28 日の東京証券取引所における当社普通株式の終値」と併記している。 

（注 25）平成 18 年 8 月 30 日の開示では、「平成 18 年 8 月 29 日の東京証券取引所に

おける当社株式終値に 20,000 株を乗じた額」と併記している。 
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（注 26）平成 18 年 8 月 31 日の開示では、「株式の取得価額の総額 取得日の前営業

日の東京証券取引所における終値に取得する株式の総数を乗じた価額（ただし、

20 億円を上限とする）」と記載している。 

（注 27）平成 18 年 9 月 4 日の開示では、「平成 18 年 8 月 29 日から平成 18 年 9 月 4

日までの東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均（1 円未

満の端数は四捨五入）に 877,000 株を乗じた金額」と併記している。 

（注 28）平成 18 年 9 月 5 日の開示では、「平成 18 年 9 月 5 日の東京証券取引所市場

第一部における当社普通株式の終値に 530,000 株を乗じた金額」と併記している。 

（注 29）平成 18 年 9 月 14 日の開示では、「平成 18 年 9 月 14 日の東京証券取引所市

場第一部における当社普通株式の終値 1,908 円を取得価額とする。」と併記して

いる。 

（注 30）「単元未満株式は会社法第 192 条および 193 条の規定に基づき、当社株式取

扱規則に規定する方法で取得します。」と併記している。 

（注 31）平成 18 年 9 月 20 日の開示では、「平成 18 年 9 月 20 日の東京証券取引所市

場第一部における当社普通株式の普通取引の終値に 11,810,971 株を乗じた金

額」と併記している。 

（注 32）平成 18 年 9 月 26 日の開示では、「平成 18 年 9 月 26 日の東京証券取引所に

おける当社株式終値に 125,930 株を乗じた額」と併記している。 

（注 33）平成 18 年 9 月 28 日の開示では、「平成 18 年 8 月 21 日から平成 18 年 9 月 20

日までの名古屋証券取引所における各日終値の平均に 832 千株を乗じた金額」と

併記している。 

（注 34）平成 18 年 9 月 28 日の開示では、「平成 18 年 9 月 28 日の東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引の終値に 449,329 株を乗じた額」と併記している。 

（注 35）平成 18 年 9 月 29 日の開示では、「平成 18 年 9 月 25 日から平成 18 年 9 月 29

日までの東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値（1 円未満の端数

は四捨五入）に 2,175,000 株を乗じた金額」と併記している。 

（注 36）平成 18 年 10 月 24 日の開示では、「契約締結予定日 平成 18 年 10 月 24 日」

と記載するとともに、「株券受渡予定日 平成18年10月25日」と記載している。 

（注 37）平成 18 年 10 月 24 日の開示では、「平成 18 年 10 月 23 日の東京証券取引所

における当社普通株式の終値に 0.9 を乗じた金額（円未満切上げ）に取得株式数

を乗じた金額」と併記している。 

（注 38）平成 18 年 11 月 2 日の開示では、「①69,000 株(平成 18 年 10 月 6 日から平成

18年 11月 7日までの東京証券取引所における各日終値の平均に 69,000 株を乗じ

た金額とする)」、「②単元未満株 933 株（買取請求による買受予定日 11/10 の東

京証券取引所における終値に 933 株を乗じた金額とする）」と記載している。 

（注 39）平成 18 年 11 月 10 日の開示では、「平成 18 年 11 月 16 日の東京証券取引所

市場第１部における当社普通株式の終値（但し、11 月 16 日に取引が成立しない

場合は同日以前の直近の終値）に 111,900 株を乗じた金額を取得金額とする。」

と併記している。 

（注 40）平成 18 年 11 月 13 日の開示では、「概算 246 百万円 （平成 18 年 11 月 29

日のジャスダック証券取引所における当社株式の終値に 209,900 株を乗じた金額。

ただし、平成 18 年 11 月 29 日に当社株式の取引がなかった場合は、同日以前の最

近日の終値に 209,900 株を乗じた金額）」と記載している。 

（注 41）平成 18 年 11 月 21 日の開示では、「法制度対応により全株取得のため、総額
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は概算とする。」と併記している。また、「取得する株式の総数」の箇所に「（１

株当たり取得価額は平成 18 年１2月 7日（木）の東京証券取引所における当行普

通株式の終値とする。）」との記載あり。 

（注 42）平成 18 年 11 月 21 日の開示では、「平成 18 年 10 月 23 日から平成 18 年 11

月22日までの東京証券取引所における各日終値の平均に3,412,000株を乗じた金

額とする。なお、当該終値の平均の 1 未満の端数は切り上げる。」と併記してい

る。 

（注 43）平成 18 年 11 月 24 日の開示では、「平成 18 年 11 月 22 日の東京証券取引所

における当社株式終値に 10,000,000 株を乗じた額」と併記している。 

（注 44）平成 18 年 11 月 28 日の開示では、「平成 18 年 11 月 20 日から平成 18 年 11

月 27 日までのジャスダック証券取引所における当社普通株式の終値（取引が成立

しない場合は気配値の中値）の平均値に 0.93 を乗じた金額に取得株式数を乗じた

金額・円未満切上げ」と併記している。 

（注 45）平成 18 年 12 月 19 日の開示では、「平成 18 年 12 月 19 日の東京証券取引所

市場第１部における当社普通株式の終値（但し、12 月 19 日に取引が成立しない

場合は同日以前の直近の終値）に 443,240 株を乗じた金額を取得金額とする。」

と併記している。 

（注 46）平成 18 年 12 月 20 日の開示では、「平成 18 年 12 月 25 日の札幌証券取引所

における当社普通株式の終値（ただし、12 月 25 日に取引が成立しない場合は同

日以前の直近の終値）に 3,583 株を乗じた金額を取得金額とする。」と併記して

いる。 

（注 47）平成 18 年 12 月 22 日の開示では、「法制度対応により全株取得のため、総額

は概算とする。」と併記している。また、「取得する株式の総数」の箇所に「（１

株当たり取得価額は平成 18 年 12 月 25 日（月）の東京証券取引所における当行普

通株式の終値とする。）」との記載あり。 

（注 48）平成 18 年 12 月 22 日の開示では、「平成 18 年 12 月 21 日東京証券取引所に

おける当社普通株式の終値に 381,000 株を乗じた金額とする。」と併記している。 

（注 49）平成 18 年 12 月 25 日の開示では、「平成 18 年 12 月 25 日の名古屋証券取引

所における当社普通株式の終値 1,240 円を取得価額とする。」と併記している。 

（注 50）平成 19 年 1 月 12 日の開示では、「平成 19 年 1 月 11 日のジャスダック証券

取引所における当社株式終値に株数を乗じた額」と併記している。 

（注 51）平成 19 年 1 月 25 日の開示では、「法制度対応により全株取得のため、総額

は概算とする。」と併記している。また、「取得する株式の総数」の箇所に「（１

株当たり取得価額は平成 19 年１月 25 日（木）の東京証券取引所市場第一部にお

ける当行普通株式の終値とする。）」との記載あり。 

（注 52）平成 19 年 1 月 26 日の開示には、「子会社所有の当社株式数  1,259,775 株  

なお、上記株式のうち７～８億円程度を名工商事株式会社から取引先等に売却予

定。その後、残株について当社が自己株式として買い受けます。」との記載あり。 

（注 53）平成 19 年 1 月 26 日の開示には、「平成 19 年 3 月末日までに取得を予定して

おります。」との記載あり。 

（注 54）平成 19 年 1 月 26 日の開示には、記載なし。 

（注 55）平成 19 年 2 月 7 日の開示では、「平成 19 年 2 月 7 日の東京証券取引所にお

ける当社普通株式の通常取引の終値 1,404 円に 113,150 株を乗じた金額」と併記

している。 
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（注 56）平成 19 年 2 月 9日の開示では、「平成 19 年 2 月 13 日の東京証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の終値に 2,596,963 株を乗じた額」と併記している。 

（注 57）平成 19 年 2 月 14 日の開示では、「本日、2007 年 2 月 14 日（水曜日）の株式

会社東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値 2,240 円を約定価額

とする」と併記している。 

（注 58）平成 19 年 2 月 19 日の開示では、「平成 19 年 2 月 9 日から平成 19 年 2 月 16

日までのジャスダック証券取引所における当社普通株式の終値（取引が成立しな

い場合は気配値の中値）の平均値に 0.93 を乗じた金額（1 株当り金 584 円）に取

得株式数を乗じた金額・円未満切上げ」と併記している。 

（注 59）平成 19 年 2 月 21 日の開示では、「単元株については相対取引」及び「なお、

単元未満株式は会社法 192 条および 193 条の規定に基づき、当社株式取扱規則に

規定する方法で取得します。」と記載されている。 

（注 60）平成 19 年 2 月 21 日の開示では、「平成 19 年 2 月 21 日の東京証券取引所に

おける当社普通株式の終値に 4,493,000 株を乗じた金額」と併記している。 

（注 61）平成 19 年 2 月 22 日の開示では、「株式取得日程」の箇所は、「契約締結予

定日 平成 19 年 2 月 22 日」及び「株券受渡予定日 平成 19 年 2 月 23 日 （な

お、株式会社東映エージエンシーからの株券受渡日は平成 19 年 2 月 28 日を予

定）」と記載している。 

（注 62）平成 19 年 2 月 22 日の開示では、「平成 19 年 2 月 21 日の東京証券取引所に

おける当社普通株式の終値 666 円に取得株式数を乗じた金額」と併記している。 

（注 63）平成 19 年 2 月 26 日の開示では、「法制度対応により全株取得のため、総額

は概算とする。」と併記している。また、「取得する株式の総数」の箇所に「（1

株当たり取得価額は平成 19 年 2 月 26 日（月）の東京証券取引所における当行普

通株式の終値とする。）」との記載あり。 

（注 64）平成 19 年 2 月 28 日の開示では、「平成 19 年 2 月 28 日の名古屋証券取引所

市場第一部における当社普通株式の終値に 10,000,000 株を乗じた額とする。」と

併記している。 

（注 65）平成 19 年 3 月 9 日の開示では、「平成 19 年 2 月 16 日から平成 19 年 3 月 15

日までの大阪証券取引所における各日終値の平均に 480 株を乗じた金額とする」

と併記している。 

（注 66）平成 19 年 3 月 19 日の開示では、「平成 19 年 3 月 22 日の東京証券取引所に

おける当社普通株式の終値に 1,645,000 株を乗じた金額」と併記している。 

（注 67）平成 19 年 3 月 20 日の開示では、「子会社が保有する株式をすべて取得する

ため、総額は概算とする。なお、1株あたりの取得価額は平成 19 年 3 月 22 日（木）

の東京証券取引所における当行普通株式の終値とする。」と併記している。 

（注 68）平成 19 年 3 月 22 日の開示では、「平成 19 年 3 月 22 日の東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引の終値に 231,289 株を乗じた額」と併記している。 

（注 69）平成 19 年 3 月 22 日の開示では、「平成 19 年 3 月 22 日の東京証券取引所に

おける当社普通株式の終値に 529,845 株を乗じた金額」と併記している。 

（注 70）平成 19 年 4 月 27 日の開示では、「平成 19 年 4 月 26 日の東京証券取引所に

おける当社株式の終値に株数を乗じた額」と併記している。 

（注 71）平成 19 年 5 月 22 日の開示では、「31 百万円（平成 19 年 5 月 22 日の東京証

券取引所市場第１部における当社普通株式の終値に 28,502 株を乗じた金額を取

得金額とする。）」と記載している。 
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（注 72）平成 19 年 5 月 22 日の開示では、「1 株未満の端数（0.83 株）につきまして

も、あわせて当社の株式取扱規程に基づき取得・消却」と記載している。 

（注 73）平成 19 年 5 月 22 日の開示では、「平成 19 年 5 月 23 日(水)の東京証券取引

所における当社普通株式の終値に取得する株式の総数を乗じた金額」と併記して

いる。 

（注 74）平成 19 年 5 月 24 日の開示では、「平成 19 年 5 月 24 日の株式会社ジャスダ

ック証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値 553 円に 132,720 株を乗

じた額」と併記している。 

（注 75）平成 19 年 7 月 9 日の開示では、「自己株式取得の日程 平成 19 年 7 月 9 日

～平成 19 年 7 月 23 日」と記載している。 

（注 76）平成 19 年 7 月 9日の開示では、「概算 120 百万円（自己株式取得日前日の東

京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に 145,432 株を乗じた金額

とする）」と記載している。 

（注 77）平成 19 年 7 月 23 日の開示では、「契約締結予定日 平成 19 年 7 月 23 日」、

「株券受渡予定日 平成 19 年 7 月 24 日」と記載している。 

（注 78）平成 19 年 7 月 23 日の開示では、「平成 19 年 7 月 20 日の東京証券取引所に

おける当社普通株式の終値 2,240 円に取得株式数を乗じた金額」と併記している。 

（注 79）平成 19 年 7 月 26 日の開示では、「株式譲渡契約締結日 平成 19 年 7 月 26

日」、「株券受渡日 平成 19 年 7 月 31 日」と記載している。 

（注 80）平成 19 年 7 月 26 日の開示では、「平成 19 年 7 月 25 日の東京証券取引所マ

ザーズ市場における当社普通株式の普通取引の終値に 3,486 株を乗じた金額」と

併記している。 

（注 81）平成 19 年 8 月 8 日の開示では、「本日、平成 19 年 8 月 8 日の東京証券取引

所における当社普通株式の終値 470 円に 2,055,060 株を乗じた金額を取得価格と

する」と併記している。 

（注 82）平成 19 年 8 月 10 日の開示では「自己株式取得日」が「平成 19 年 8 月 10 日」

とされていたが、平成 19 年 9 月 27 日の開示で修正され「平成 19 年 8 月 10 日か

ら平成 19 年 9 月 30 日までに行う」と訂正された。その上で、平成 19 年 9 月 27

日の開示で、「中止」が公表された。 

（注 83）平成 19 年 8 月 20 日の開示では、「本取締役会の決議の日の前日（平成 19 年

8 月 17 日）における大阪証券取引所における普通取引終値 750 円にて取得する株

式の数を乗じて算出しております。」と併記している。 

（注 84）平成 19 年 8 月 20 日の開示では、「平成 19 年 8 月 20 日の東京証券取引所に

おける当社株式終値に 2,100 株を乗じた額」と併記している。 

（注 85）平成 19 年 8 月 20 日の開示では、「契約締結予定日 平成 19 年 8 月 20 日」、

「株券受渡予定日 平成 19 年 8 月 23 日」と記載している。 

（注 86）平成 19 年 8 月 20 日の開示では、「平成 19 年 8 月 17 日の東京証券取引所に

おける当社普通株式の終値 4,230 円に取得株式数を乗じた金額」と併記している。 

（注 87）平成 19 年 8 月 23 日の開示では、「平成 19 年 8 月 23 日の株式会社ジャスダ

ック証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値 21,800 円に 62,587 株を

乗じた額」と併記している。 

（注 88）平成 19 年 8 月 24 日の開示では、「2007 年 8 月 24 日のジャスダック証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値に 460,400 株を乗じた金額」と併記し

ている。 
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（注 89）平成 19 年 9 月 12 日の開示では、「平成 19 年 9 月 11 日の東京証券取引所に

おける当社普通株式の終値 614 円（平成 19 年 8 月 29 日から同年 9月 11 日までの

同取引所における終値の平均値645.20円の95.2％)を１株当たりの取得価額とし、

これに取得株式数を乗じた金額」と併記している。 

（注 90）平成 19 年 10 月 11 日の開示では、「20 億円（上限）（平成 19 年 9 月 12 日か

ら平成 19 年 10 月 11 日までの東京証券取引所における各日終値の平均に 92,485

株を乗じた金額とする。なお、当該終値の平均の 1円未満の端数は切り上げる。）」

と記載している。 

（注 91）平成 19 年 10 月 29 日の開示では、優先株式も、子会社から取得すると公表し

ている。 

（注 92）平成 19 年 10 月 29 日の開示では、「子会社が保有する 1,000 株未満の普通株

式 895 株（端株）につきましても、別途買取請求を受け処分いたします。」と記

載している。 

（注 93）平成 19 年 10 月 29 日の開示では、「平成 19 年 10 月 31 日（水）を基準日と

し、東京証券取引所における当社普通株式の終値に取得する普通株式の総数を乗

じた金額といたします。」と記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




